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(57)【要約】
【課題】体壁に超音波トランスデューサを密着させた際
等に観察窓に体壁が密着することを防止する超音波内視
鏡用フード及び超音波内視鏡を提供する。
【解決手段】超音波内視鏡に装着する超音波内視鏡用フ
ード１００において、フード１００の先端に切欠き部１
０８が形成され、切欠き部１０８に沿った観察窓４４側
の先端角部が庇状部１０６として設けられる。庇状部１
０６は、観察窓４４の前方に突出し、超音波トランスデ
ューサ５０を体壁に密着させた際に体壁と観察窓４４と
の間に庇状部１０６が介在して観察窓４４への体壁の密
着が防止される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端部を有する挿入部と、
　前記先端部に配設され、複数の超音波振動子を有する超音波トランスデューサと、
　前記先端部において前記超音波トランスデューサよりも基端側に配設され、前記超音波
トランスデューサの超音波観測範囲に向けて処置具が突出される処置具導出口と、
　前記先端部において前記超音波トランスデューサよりも基端側に配設される観察窓と、
　を備える超音波内視鏡に用いられる超音波内視鏡用フードであって、
　前記先端部に装着される装着部を有し、先端が前記超音波トランスデューサよりも基端
側に配置されるフード本体と、
　前記フード本体に設けられ、前記観察窓の前方に向かって突出する庇状部と、
　を備える超音波内視鏡用フード。
【請求項２】
　前記フード本体は、前記処置具導出口の形成位置に切欠き部を備える請求項１に記載の
超音波内視鏡用フード。
【請求項３】
　前記庇状部は、前記先端部に前記フード本体が装着された状態において前記観察窓の前
方に向かって突出する枠部材で構成されている請求項１又は２に記載の超音波内視鏡用フ
ード。
【請求項４】
　前記庇状部は透明部材で構成される請求項１～３のいずれか１項に記載の超音波内視鏡
用フード。
【請求項５】
　前記透明部材はシリコンゴム又はフッ素ゴムからなる請求項４に記載の超音波内視鏡用
フード。
【請求項６】
　前記庇状部は、前記観察窓の観察視野範囲のうち前記処置具導出口から突出される前記
処置具とは重ならない位置に設けられる請求項１～５のいずれか１項に記載の超音波内視
鏡用フード。
【請求項７】
　前記庇状部は、前記超音波トランスデューサの超音波走査範囲に含まれない位置に設け
られる請求項１～６のいずれか１項に記載の超音波内視鏡用フード。
【請求項８】
　前記庇状部が前記観察窓の観察視野範囲内に位置する第１状態と、前記庇状部が前記観
察窓の観察視野範囲外に位置する第２状態とを切り替える切替手段を備える請求項１～７
のいずれか１項に記載の超音波内視鏡用フード。
【請求項９】
　前記庇状部は、前記第１状態及び前記第２状態のうち一方の状態から他方の状態に向か
う状態に付勢されており、
　前記切替手段は、一端が前記庇状部に連結された紐状部材を有し、前記紐状部材の他端
に対して引っ張り力を作用させることにより前記庇状部を前記他方の状態とし、かつ前記
紐状部材の他端に対する引っ張り力を解除することにより前記庇状部を前記一方の状態と
する請求項８に記載の超音波内視鏡用フード。
【請求項１０】
　前記切替手段は、前記庇状部に接続されたバルーンと、前記バルーンに流体を流出入さ
せる流体流出入手段とを有し、前記流体流出入手段によって前記バルーンを膨張又は収縮
させることにより、前記庇状部を前記第１状態又は前記第２状態に切り替える請求項８に
記載の超音波内視鏡用フード。
【請求項１１】
　前記フード本体は、基端側に設けられる第１本体部と、前記第１本体部の先端側に設け
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られる第２本体部とを有し、
　前記切替手段は、前記第１本体部に対して前記第２本体部を前記フード本体の軸回りに
回転させる回転手段を有し、前記回転手段によって前記第２本体部を回転させることによ
り、前記庇状部を前記第１状態又は前記第２状態に切り替える請求項８に記載の超音波内
視鏡用フード。
【請求項１２】
　前記フード本体は、基端側に設けられる第１本体部と、前記第１本体部の先端側に設け
られる第２本体部とを有し、
　前記切替手段は、前記第１本体部に対して前記第２本体部を前記フード本体の軸方向に
移動させる移動手段を有し、前移動手段によって前記第２本体部を移動させることにより
、前記庇状部を前記第１状態又は前記第２状態に切り替える請求項８に記載の超音波内視
鏡用フード。
【請求項１３】
　先端部を有する挿入部と、
　前記先端部に配設され、複数の超音波振動子を有する超音波トランスデューサと、
　前記先端部において前記超音波トランスデューサよりも基端側に配設され、前記超音波
トランスデューサの超音波観測範囲に向けて処置具が突出される処置具導出口と、
　前記先端部において前記超音波トランスデューサよりも基端側に配設される観察窓と、
　前記先端部に装着される超音波内視鏡用フードと、を備え、
　前記超音波内視鏡用フードは、
　前記先端部に装着される装着部を有し、先端が前記超音波トランスデューサよりも基端
側に配置されるフード本体と、
　前記フード本体に設けられ、前記観察窓の前方に向かって突出する庇状部と、
　を備える超音波内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波内視鏡用フード及び超音波内視鏡装置に係り、特に観察窓への体壁（粘
膜等）の密着を防止する超音波内視鏡フード及び超音波内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波内視鏡として、内視鏡の挿入部の先端部に電子走査式の超音波トランスデューサ
を備えたものが知られており、その超音波トランスデューサにより病変部の超音波画像を
取得しながら、処置具チャンネルを通して先端部の処置具導出口から導出した穿刺針を病
変部に穿刺し、病変部の細胞組織を採取することなどが行われている。
【０００３】
　また、超音波内視鏡は、超音波トランスデューサの他に、撮像手段、照明手段を備えて
おり、一般の内視鏡と同様に光学画像による観察も可能であり、体壁に穿刺針を接近させ
て穿刺するまでは光学画像による観察を行うことで目的部位へ確実に穿刺針を誘導するこ
とができる。
【０００４】
　特許文献１には、超音波内視鏡に用いられるフードが開示されている。これによれば、
内視鏡の先端部に筒形状のフードが装着され、そのフードの先端開口を対象部位に当接さ
せた状態で吸引用チャンネルによりフードに囲まれた空間の吸引が行われる。これによっ
て、対象部位をフード内に引き込んで超音波振動子に当接させることができ、対象部位と
超音波振動子との相対位置が安定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２６８７５１号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、超音波トランスデューサと体壁との間に空隙が存在すると超音波が空隙で反
射され、組織内部の画像が得られない。そのため、鮮明な超音波画像を取得するためには
、超音波トランスデューサを体壁に密着させる必要がある。このとき、観察窓の外表面に
も体壁が密着し、観察窓からの視界が失われてしまうことがある。観察窓の視界が失われ
ると穿刺ポイント（刺入点）を視認することができない。
【０００７】
　また、穿刺ポイントの確認を光学画像を用いることなく超音波画像により行うこともで
きるが、その場合であっても観察窓に体壁が密着すると、全体が赤い異様な画像となるた
め不快な印象を与えるという問題がある。
【０００８】
　特許文献１に記載のフードを用いる場合であっても、フード内に対象部位を吸引して対
象部位と超音波トランスデューサを密着させるため、観察窓に体壁が密着することは防止
されない。
【０００９】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、体壁に超音波トランスデューサ
を密着させた際等に観察窓に体壁が密着することを防止する超音波内視鏡用フード及び超
音波内視鏡を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードは、先端部を
有する挿入部と、先端部に配設され、複数の超音波振動子を有する超音波トランスデュー
サと、先端部において超音波トランスデューサよりも基端側に配設され、超音波トランス
デューサの超音波観測範囲に向けて処置具が突出される処置具導出口と、先端部において
処置具導出口に対して隣接する位置に配設される観察窓と、を備える超音波内視鏡に用い
られる超音波内視鏡用フードであって、先端部に装着される装着部を有し、先端が超音波
トランスデューサよりも基端側に配置されるフード本体と、フード本体に設けられ、観察
窓の前方に向かって突出する庇状部と、を備える。
【００１１】
　本発明によれば、超音波トランスデューサを体壁に密着させた場合に、庇状部が観察窓
と体壁との間に介在するため、観察窓への体壁の密着を防止することができる。これによ
り、観察窓の視界が確保される。
【００１２】
　本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードにおいて、フード本体は、処置具導出口の
形成位置に切欠き部を備える態様とすることができる。
【００１３】
　本態様によれば、フード本体によって処置具導出口からの処置具の導出が阻害されない
ようにすることができる。
【００１４】
　本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードにおいて、庇状部は、処置具導出口に対し
、挿入部の長手軸に平行であって観察窓の光軸を含む平面を挟んで反対側に設けられる態
様とすることが望ましい。
【００１５】
　本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードにおいて、庇状部は、先端部にフード本体
が装着された状態において観察窓の前方に向かって突出する枠部材で構成されている態様
とすることができる。
【００１６】
　本態様によれば、観察窓の視界の妨げを低減できる。
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【００１７】
　本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードにおいて、庇状部は透明部材で構成される
態様とすることができる。
【００１８】
　本態様によれば、観察窓の視界の妨げを低減できる。
【００１９】
　本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードにおいて、透明部材はシリコンゴム又はフ
ッ素ゴムからなる態様とすることができる。
【００２０】
　本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードにおいて、庇状部は、観察窓の観察視野範
囲のうち処置具導出口から突出される処置具とは重ならない位置に設けられる態様とする
ことができる。
【００２１】
　本態様によれば、フード本体を使用しても処置具については確実に観察することができ
る。
【００２２】
　本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードにおいて、庇状部は、超音波トランスデュ
ーサの超音波走査範囲に含まれない位置に設けられる態様とすることが望ましい。
【００２３】
　本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードにおいて、庇状部が観察窓の観察視野範囲
内に位置する第１状態と、庇状部が観察窓の観察視野範囲外に位置する第２状態とを切り
替える切替手段を備える態様とすることができる。
【００２４】
　本態様によれば、観察窓の視界の妨げになることなく、フード本体を内視鏡の先端部に
装着した状態にしておくことができる。
【００２５】
　本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードにおいて、庇状部は、第１状態及び第２状
態のうち一方の状態から他方の状態に向かう状態に付勢されており、切替手段は、一端が
庇状部に連結された紐状部材を有し、紐状部材の他端に対して引っ張り力を作用させるこ
とにより庇状部を他方の状態とし、かつ紐状部材の他端に対する引っ張り力を解除するこ
とにより庇状部を一方の状態とする態様とすることができる。
【００２６】
　本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードにおいて、切替手段は、庇状部に接続され
たバルーンと、バルーンに流体を流出入させる流体流出入手段とを有し、流体流出入手段
によってバルーンを膨張又は収縮させことにより、庇状部を第１状態又は第２状態に切り
替える態様とすることができる。
【００２７】
　本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードにおいて、フード本体は、基端側に設けら
れる第１本体部と、第１本体部の先端側に設けられる第２本体部とを有し、切替手段は、
第１本体部に対して第２本体部をフード本体の軸回りに回転させる回転手段を有し、回転
手段によって第２本体部を回転させることにより、庇状部を第１状態又は第２状態に切り
替える態様とすることができる。
【００２８】
　本発明の一態様に係る超音波内視鏡用フードにおいて、フード本体は、基端側に設けら
れる第１本体部と、第１本体部の先端側に設けられる第２本体部とを有し、切替手段は、
第１本体部に対して第２本体部をフード本体の軸方向に移動させる移動手段を有し、前移
動手段によって第２本体部を移動させることにより、庇状部を第１状態又は第２状態に切
り替える態様とすることができる。
【００２９】
　本発明の他の態様に係る超音波内視鏡は、先端部を有する挿入部と、先端部に配設され
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、複数の超音波振動子を有する超音波トランスデューサと、先端部において超音波トラン
スデューサよりも基端側に配設され、超音波トランスデューサの超音波観測範囲に向けて
処置具が突出される処置具導出口と、先端部において処置具導出口に対して隣接する位置
に配設される観察窓と、先端部に装着される超音波内視鏡用フードと、を備え、超音波内
視鏡用フードは、先端部に装着される装着部を有し、先端が超音波トランスデューサより
も基端側に配置されるフード本体と、フード本体に設けられ、観察窓の前方に向かって突
出する庇状部と、を備える。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、体壁に超音波トランスデューサを密着させた際等に観察窓に体壁が密
着することを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に係る超音波内視鏡用フードが用いられる超音波内視鏡１の一例を示した
全体図
【図２】先端部を拡大して示した斜視図
【図３】内視鏡と先端部と、第１の実施の形態の超音波内視鏡用フードとを取り外した状
態を示した斜視図
【図４】内視鏡と先端部と、第１の実施の形態の超音波内視鏡用フードとを装着した状態
を示した斜視図
【図５】観察窓の正面側から先端部を示した図
【図６】先端部に第１の実施の形態のフードが装着された状態において撮像される画像を
示した図
【図７】超音波トランスデューサを体壁に密着させて超音波画像を取得する際の様子を示
した図
【図８】第２の実施の形態の超音波内視鏡用フードを示した斜視図
【図９】先端部に第２の実施の形態のフードが装着された状態において撮像される画像を
示した図
【図１０】第３の実施の形態のフードを示した斜視図
【図１１】第４の実施の形態のフードを示した斜視図
【図１２】第４の実施の形態のフードを示した斜視図
【図１３】第５の実施の形態のフードを示した斜視図
【図１４】第５の実施の形態のフードの分解図
【図１５】第５の実施の形態のフードの断面図
【図１６】第５の実施の形態のフードにおける第１状態の図
【図１７】第５の実施の形態のフードにおける第２状態の図
【図１８】第６の実施の形態のフードの斜視図
【図１９】第６の実施の形態のフードの断面図
【図２０】第６の実施の形態のフードの断面図
【図２１】第６の実施の形態のフードにおける第１状態の図
【図２２】第６の実施の形態のフードにおける第２状態の図
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、添付図面に従って本発明の好ましい実施の形態について詳説する。
【００３３】
　図１は、本発明に係る超音波内視鏡用フードが用いられる超音波内視鏡１の一例を示し
た全体図である。
【００３４】
　同図における超音波内視鏡１（以下、単に内視鏡１という）は、被検体の体内に挿入さ
れる挿入部１０と、挿入部１０の基端側に連設され、施術者が把持して各種操作を行う操
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作部１２と、操作部１２に連設され、内視鏡システムを構成する不図示のプロセッサ装置
、光源装置等のシステム構成装置に内視鏡１を接続するためのユニバーサルコード１４と
から構成される。
【００３５】
　挿入部１０は、全体が細径で長尺状に形成されており、基端側から先端側に向けて順に
可撓性を有する軟性部３０、操作部１２の操作により湾曲可能な湾曲部３２、及び、撮像
手段や超音波トランスデューサ（electromagnetic acoustic transducer）等が配置され
る先端部３４が連設されて構成される。
【００３６】
　操作部１２には、施術者によって操作される各種操作部材が設けられており、左右アン
グルノブ１６、上下アングルノブ１７、起立操作レバー１８、送気・送水ボタン２０、吸
引ボタン２２等が設けられる。湾曲部３２は、左右アングルノブ１６と上下アングルノブ
１７の操作により左右方向と上下方向とに湾曲する。
【００３７】
　また、操作部１２には、挿入部１０内を挿通する処置具挿通路（処置具挿通チャンネル
）に処置具を挿入する処置具導入口２４が設けられる。
【００３８】
　ユニバーサルコード１４は、内部に電気ケーブル、ライトガイド、流体チューブを内包
する。このユニバーサルコード１４の不図示の端部にはコネクタが設けられる。そのコネ
クタをプロセッサ装置、光源装置等の内視鏡システムを構成する所定のシステム構成装置
に接続することによって、システム構成装置から内視鏡１に内視鏡１の運用に必要な電力
、制御信号、照明光、液体・気体等が供給され、また、先端部３４の撮像装置により取得
される観察画像のデータや超音波トランスデューサにより取得された超音波画像のデータ
が内視鏡１からシステム構成装置に伝送される。なお、システム構成装置に伝送された観
察画像や内視鏡画像はモニタに表示される。
【００３９】
　図２は、先端部３４を拡大して示した斜視図である。同図に示すように先端部３４は、
基端側に配置される基部４０と、基部４０から先端側に延設された延設部４２とを有する
。
【００４０】
　延設部４２には、超音波を送受する多数の超音波振動子が円弧状の超音波送受面に沿っ
て配列されたコンベックス型の超音波トランスデューサ５０が配置される。これにより、
挿入部１０の軸に平行な走査面における超音波画像（断層画像）が超音波トランスデュー
サ５０により取得され、その超音波画像のデータが、挿入部１０、操作部１２、及びユニ
バーサルコード１４の内部を挿通する信号ケーブルを介してユニバーサルコード１４に接
続されたシステム構成装置に伝送される。
【００４１】
　基部４０は、挿入部１０の軸を中心とする円筒面に沿った外周面３６を有し、その外周
面３６の先端側に、先端側斜め上を向く左側斜面４１Ｌと右側斜面４１Ｒとが設けられる
。左側斜面４１Ｌには、観察窓４４、送気・送水ノズル４８、及び照明窓４６Ｌが設けら
れ、右側斜面４１Ｒには、照明窓４６Ｒが設けられる。左側斜面４１Ｌと右側斜面４１Ｒ
との間の中央部には、処置具導出口５８が設けられる。
【００４２】
　観察窓４４の基端側となる基部４０の内部には、結像光学系及び固体撮像素子が一体的
に組み立てられた撮像手段が配置される。これにより、撮像手段の観察視野（視野範囲）
となる被観察部位からの光が観察窓４４から取り込まれて結像光学系により被観察部位の
光像が結像され、その光像が固体撮像素子により電気信号に変換される。そして、その電
気信号に変換された観察画像のデータが、挿入部１０、操作部１２、及びユニバーサルコ
ード１４の内部を挿通する信号ケーブルを介してユニバーサルコード１４に接続されたシ
ステム構成装置に伝送される。
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【００４３】
　照明窓４６Ｒ、４６Ｌの各々の基端側となる基部４０の内部には、光出射部が配置され
る。光出射部には、挿入部１０、操作部１２、及びユニバーサルコード１４の内部を挿通
するライトガイドを介してユニバーサルコード１４に接続されたシステム構成装置から照
明光が導光され、その照明光が光出射部から出射されて照明窓４６Ｒ、４６Ｌを介して被
観察部位に照射される。
【００４４】
　送気・送水ノズル４８は、挿入部１０、操作部１２、及びユニバーサルコード１４の内
部を挿通する流体チューブを介して、ユニバーサルコード１４に接続されたシステム構成
装置に接続され、システム構成装置から供給された気体又は水が送気・送水ノズル４８か
ら観察窓４４に向けて噴射されて観察窓４４の洗浄等が行われる。また、送気・送水ノズ
ル４８からの送気又は送水は、操作部１２の送気・送水ボタン２０の操作に基づいて行わ
れる。
【００４５】
　処置具導出口５８は、凹状の処置具起立空間６２を有し、その処置具起立空間６２の基
端側に処置具挿通チャンネルの開口６４が配置される。
【００４６】
　開口６４は、挿入部１０内に挿通された処置具挿通チャンネル（処置具挿通路）を通じ
て操作部１２の処置具導入口２４に連結されており、処置具導入口２４から挿入された処
置具が開口６４から処置具起立空間６２へと導出される。
【００４７】
　また、処置具起立空間６２には、開口６４よりも先端側に処置具起立台６０（以下、単
に起立台６０という）が配置される。
【００４８】
　起立台６０は、上面側に基端側から先端側に向かって上方に湾曲する凹面状のガイド面
６０ａを有し、開口６４から導出された処置具は、その起立台６０のガイド面６０ａに当
接して上向きに湾曲する。これによって、先端部３４の処置具導出口５８から導出された
処置具は、起立台６０によって、先端部３４の中心を通る中心軸（挿入部１０の長手軸）
に対して基端側から先端側に向って上向きの斜め方向に沿って突出配置される。
【００４９】
　この起立台６０は、挿入部１０の内部を挿通する操作ワイヤを介して操作部１２の起立
操作レバー１８に連結されており、起立操作レバー１８の操作により起立台６０が起立す
る方向又は倒伏する方向に動作し、起立台６０の起立角度が変更される。これによって、
先端部３４（処置具導出口５８）から導出される処置具の導出方向（導出角度）が変更さ
れる。
【００５０】
　なお、処置具挿通チャンネルには吸引チャンネルが連結されており、操作部１２の吸引
ボタン２２の操作により処置具導出口５８からの吸引がオン又はオフされる。
【００５１】
　次に、上記内視鏡１の先端部３４に着脱可能に装着される超音波内視鏡用フードについ
て説明する。
【００５２】
　図３は、上記内視鏡１の先端部３４と、第１の実施の形態の超音波内視鏡用フード１０
０（以下、単にフード１００という）とを示し、先端部３４からフード１００を取り外し
た状態を示した斜視図であり、図４は、先端部３４にフード１００を装着した状態を示し
た斜視図である。
【００５３】
　これらの図に示すフード１００は、例えばシリコンゴム又はフッ素ゴムなどの弾性材料
により、かつ、枠部材により円筒状に形成されたフード本体１０２を有し、先端から基端
側に延びる切欠き部１０８を有する。ただし、フード１００は必ずしも透明でなくてもよ
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い。
【００５４】
　フード本体１０２の内周面は、先端部３４の円筒状の外周面３６と略同一径を有し、図
４のようにフード本体１０２が先端部３４の外周面３６に外嵌されて、フード本体１０２
の基端側の内周面が先端部３４の外周面３６とが密着する。これによりフード１００（フ
ード本体１０２）が図４のように先端部３４に装着される。
【００５５】
　なお、フード本体１０２の切欠き部１０８の基端よりも基端側の部分は、フード本体１
０２を先端部３４に装着するための装着部１０４としての作用を有する。この装着部１０
４の構成は任意に構成に変更できる。また、先端部３４へのフード本体１０２の装着は接
着材や接着テープ等の任意の固定手段を用いることができる。
【００５６】
　また、フード本体１０２は、切欠き部１０８の基端の位置が、先端部３４の処置具導出
口５８における凹状の処置具起立空間６２の基端の位置と略一致する位置で、かつ、処置
具起立空間６２の周方向の位置と切欠き部１０８の周方向の位置とが略一致する位置に装
着される。これにより、先端部３４に対してフード本体１０２が略規定の位置に固定され
ると共に、フード本体１０２が処置具導出口５８からの処置具の導出を阻害しない位置に
配置される。
【００５７】
　このようにフード本体１０２が先端部３４に装着されると、フード本体１０２の先端は
、超音波トランスデューサ５０よりも基端側に配置される。
【００５８】
　また、フード本体１０２の切欠き部１０８に対して左右両側の少なくとも先端側の部分
が、先端部３４の先端側斜め上を向く（斜めに傾斜する）左側斜面４１Ｌと右側斜面４１
Ｒに対して離間し、先端部３４のいずれの面とも接触しない状態に配置される。
【００５９】
　そして、フード本体１０２の切欠き部１０８に対して左側の先端側の部分である庇状部
１０６が、先端部３４の左側斜面４１Ｌに先端側斜め上を向く観察窓４４の前方に向かっ
て突出して配置される。即ち、図５のように観察窓４４の正面側から先端部３４を示した
図において観察窓４４の位置にフード本体１０２の庇状部１０６が重なる位置に突出する
。
【００６０】
　更に、図６は、先端部３４にフード１００が装着された状態において、観察窓４４を介
して撮像手段により撮像される画像を示しており、同図に示すように、庇状部１０６は、
観察窓４４（撮像手段）の観察視野範囲のうち処置具導出口５８から突出される処置具Ｐ
とは重ならない位置に配置される。
【００６１】
　なお、庇状部１０６は、処置具導出口５８に対し、挿入部１０の軸（長手軸）に平行で
あって観察窓４４の光軸を含む平面を挟んで反対側に設けられることが望ましく、又は、
超音波トランスデューサ５０の超音波走査範囲に含まれない位置に設けられることが望ま
しく、両方を満たす位置に設けられることがより望ましい。
【００６２】
　以上の第１の実施の形態のフード１００によれば、穿刺針の刺入の際などにおける超音
波画像の取得時に図７のように超音波トランスデューサ５０の超音波送受面を体壁Ｓに密
着させたとする。このとき、観察窓４４と体壁Ｓとの間には、フード１００の庇状部１０
６が介在する。したがって、観察窓４４に体壁Ｓが密着することが防止される。
【００６３】
　次に、第２の実施の形態の超音波内視鏡用フード１５０（以下、単にフード１５０とい
う。）について説明する。
【００６４】
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　図８は、第２の実施の形態のフード１５０を示した斜視図である。なお、第１の実施の
形態のフード１００と同一又は類似作用の部分には同一符号を付して説明を省略する。
【００６５】
　同図に示すように、第２の実施の形態のフード１５０は、少なくとも庇状部１０６が枠
部材１５２で構成され、先端部３４にこのフード１５０（フード本体１０２）が装着され
た状態において庇状部１０６における枠部材１５２が観察窓４４の前方に向かって突出す
る。
【００６６】
　この第２の実施の形態のフード１５０によれば、第１の実施の形態のフード１００と同
様に、超音波トランスデューサ５０の超音波送受面を体壁に密着させたときに、観察窓４
４と体壁との間にフード１５０の庇状部１０６の枠部材１５２が介在し、観察窓４４に体
壁が密着することが防止される。
【００６７】
　また、図９は、先端部３４にフード１５０が装着された状態において、観察窓４４を介
して撮像手段により撮像される画像を示しており、同図に示すように、画像内においてフ
ード１５０は、枠部材１５２で構成された庇状部１０６が写る。したがって、視界がクリ
アになる。
【００６８】
　次に、第３の実施の形態の超音波内視鏡用フード２００（以下、単にフード２００とい
う。）について説明する。
【００６９】
　図１０は、第３の実施の形態のフード２００を示した斜視図である。なお、第１の実施
の形態のフード１００と同一又は類似作用の部分には同一符号を付して説明を省略する。
【００７０】
　同図に示すように、第３の実施の形態のフード２００は、庇状部１０６が、フード本体
１０２の軸に対して径方向外側に向けて変形した状態に癖付けされる。
【００７１】
　一方、切替手段として、庇状部１０６における内周面等に紐状部材２０２の一端が連結
され、紐状部材２０２の他端は、例えば、処置具導出口５８から処置具挿通チャネルを介
して操作部１２の処置具導入口２４から導出される。
【００７２】
　これによれば、操作者が処置具導入口２４から導出された紐状部材２０２の他端に対し
て引っ張り力を作用させることにより、庇状部１０６がフード本体１０２の軸に対して径
方向内側に向けて変形して観察窓４４（撮像手段）の観察視野範囲内に位置する第１状態
となり、紐状部材２０２の他端に対して引っ張り力を解除することにより、庇状部１０６
が観察窓４４の観察視野範囲外に位置する第２状態に切り替わる。
【００７３】
　したがって、視界を優先するときには庇状部１０６を第２状態にして観察窓４４の観察
視野範囲に庇状部１０６が映り込まないようにすることができる。
【００７４】
　なお、以下においても庇状部１０６がフード本体１０２の軸に対して径方向内側に向け
て変形して観察窓４４の観察視野範囲内に位置する状態を、第１状態といい、庇状部１０
６が観察窓４４の観察視野範囲外に位置する状態を、第２状態というものとする。ただし
、第２状態は、庇状部１０６が観察窓４４の観察視野範囲から完全に退避した状態ではな
く、庇状部１０６が観察窓４４の観察視野範囲内に入り込む大きさ（面積）が第１状態の
ときよりも小さくなる状態を意味するものとしてもよい。
【００７５】
　また、紐状部材２０２に引っ張り力を作用させると第２状態、引っ張り力を解除すると
第１状態とする態様も容易に可能である。即ち、図１０のフード２００は、庇状部１０６
が第１状態から第２状態に向う状態に付勢されており、紐状部材２０２に引っ張り力を作
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用させることにより庇状部１０６を第１状態とし、かつ紐状部材２０２の対する引っ張り
力を解除することにより庇状部１０６を第２状態とする形態である。
【００７６】
　これに対して、例えば、庇状部１０６がフード本体１０２の他の部分と同一の円筒面に
沿って配置される状態とし、又は、庇状部１０６の癖付けによってフード本体１０２の軸
に対して径方向内側に向けて変形した状態とすることにより、庇状部１０６が第１状態と
なるようにする。そして、庇状部１０６における外周面等に紐状部材２０２の一端を連結
する。これにより、紐状部材２０２に引っ張り力を作用させることにより庇状部１０６を
径方向外側に変形させて第２状態とし、かつ紐状部材２０２の対する引っ張り力を解除す
ることにより庇状部１０６を第１状態とする形態とすることができる。
【００７７】
　また、紐状部材２０２は処置具挿通チャンネル以外の部分を挿通させる態様としてもよ
い。
【００７８】
　次に、第４の実施の形態の超音波内視鏡用フード２５０（以下、単にフード２５０とい
う。）について説明する。
【００７９】
　図１１、図１２は、第４の実施の形態のフード２５０を示した斜視図である。なお、第
１の実施の形態のフード１００と同一又は類似作用の部分には同一符号を付して説明を省
略する。
【００８０】
　これらの図に示すように、第４の実施の形態のフード２５０は、切替手段として、庇状
部１０６に膨縮可能なバルーン２５２と、バルーン２５２に連通する流体給排用チューブ
２５４と、流体給排用チューブ２５４に接続された不図示の流体流出入手段とを有する。
【００８１】
　これによれば、流体流出入手段によりバルーン２５２に流体（気体又は液体）を供給し
、バルーン２５２を膨張させることにより、図１２のように庇状部１０６が観察窓４４の
観察視野範囲内に位置する第１状態となる。これに対して流体流出入手段によりバルーン
２５２から流体を排出させ、バルーン２５２を収縮させることにより、図１１のように庇
状部１０６が観察窓４４の観察視野範囲外に位置する第２状態となる。
【００８２】
　したがって、観察窓４４の視界を優先するときには庇状部１０６を第２状態にして観察
窓４４の観察視野範囲に庇状部１０６が映り込まないようにすることができる。
【００８３】
　次に、第５の実施の形態の超音波内視鏡用フード３００（以下、単にフード３００とい
う。）について説明する。
【００８４】
　図１３は、第５の実施の形態のフード３００を示した斜視図である。なお、第１の実施
の形態のフード１００と同一又は類似作用の部分には同一符号を付して説明を省略する。
【００８５】
　同図に示すように、第５の実施の形態のフード３００は、フード本体１０２が基端側に
設けられる第１本体部３０２と、第１本体部３０２の先端側に設けられる第２本体部３０
４とを有する。第２本体部３０４には切欠き部１０８が設けられ、庇状部１０６を有する
。第１本体部３０２は先端部３４に取り付けられる。
【００８６】
　図１４の分解図及び図１５の断面図に示すように、第１本体部３０２と、第２本体部３
０４との間には、切替手段を構成する回転手段として超音波モータ３０６が介在する。即
ち、第１本体部３０２の先端に径方向外側に突出する突出部３０２ａが設けられ、第２本
体部３０４の基端側に径方向内側に突出する突出部３０４ａが設けられる。そして、これ
らの突出部３０２ａと突出部３０４ａとが超音波モータ３０６を介して回動可能に連結さ
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れる。
【００８７】
　これによれば、不図示の制御手段から電気ケーブル３０６ａを介して超音波モータ３０
６に駆動信号を与えることで超音波モータ３０６が駆動され、超音波モータ３０６の駆動
によって第２本体部３０４が第１本体部３０２に対してフード本体１０２の軸回りに回転
する。これによって、庇状部１０６がフード本体１０２の軸回りに回転し、庇状部１０６
が観察窓４４の観察視野範囲内に位置する第１状態と庇状部１０６が観察窓４４の観察視
野範囲外に位置する第２状態とで切り替わる。
【００８８】
　図１６に示すように、第１状態では、庇状部１０６が観察窓４４の前方に配置され、切
欠き部１０８が処置具導出口５８からの処置具の導出を阻害しない位置に配置される。一
方、図１７に示すように、第２状態では、庇状部１０６が観察窓４４の前方から退避し、
切欠き部１０８が処置具導出口５８からの処置具の導出を阻害しない位置に配置される。
【００８９】
　したがって、観察窓４４の視界を優先するときには庇状部１０６を第２状態にして観察
窓４４の観察視野範囲に庇状部１０６が映り込まないようにすることができる。
【００９０】
　次に、第６の実施の形態の超音波内視鏡用フード３５０（以下、単にフード３５０とい
う。）について説明する。
【００９１】
　図１８は、第６の実施の形態のフード３５０を示した斜視図である。なお、第１の実施
の形態のフード１００と同一又は類似作用の部分には同一符号を付して説明を省略する。
【００９２】
　同図に示すように、第６の実施の形態のフード３５０は、フード本体１０２が、基端側
に設けられる第１本体部３５２と、第１本体部３０２の先端側に設けられる第２本体部３
５４とを有する。第２本体部３５４には切欠き部１０８が設けられ、庇状部１０６を有す
る。第１本体部３５２は先端部３４に取り付けられる。
【００９３】
　図１９及び図２０の断面図に示すように、第２本体部３５４は、第１本体部３５２の内
周側にフード本体１０２の軸方向に移動可能に連結され、かつ、第１本体部３５２と、第
２本体部３５４との間には、切替手段を構成する移動手段として流体収容室３５６が設け
られる。そして、流体収容室３５６には、流体供給用チューブ３５８を介して不図示の流
体流出入手段が接続される。なお、第２本体部３５４は第１本体部３５２に対してバネ３
６０により先端側又は基端側に付勢されている。
【００９４】
　これによれば、流体流出入手段により流体収容室３５６に流体（気体又は液体）を供給
し、流体収容室３５６を膨張させることにより、第２本体部３５４が第１本体部３５２に
対してフード本体１０２の軸方向の先端側に移動する。これにより、図１９のように庇状
部１０６が観察窓４４の観察視野範囲内に位置する第１状態となる。
【００９５】
　これに対して流体流出入手段により流体収容室３５６から流体を排出させ、流体収容室
３５６を収縮させることにより、第２本体部３５４が第１本体部３５２に対してフード本
体１０２の軸方向の基端側に移動する。これにより、図２０のように庇状部１０６が観察
窓４４の観察視野範囲外に位置する第２状態となる。
【００９６】
　図２１に示すように、第１状態では、庇状部１０６が観察窓４４の前方に配置され、切
欠き部１０８が処置具導出口５８からの処置具の導出を阻害しない位置に配置される。一
方、図２２に示すように、第２状態では、庇状部１０６が観察窓４４の前方から退避し、
切欠き部１０８が処置具導出口５８からの処置具の導出を阻害しない位置に配置される。
【００９７】
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　したがって、観察窓４４の視界を優先するときには庇状部１０６を第２状態にして観察
窓４４の観察視野範囲に庇状部１０６が映り込まないようにすることができる。
【００９８】
　なお、図１９及び図２０に示したバネ３６０は、庇状部１０６が第１状態から第２状態
となる方向へと第２本体部３５４を第１本体部３５２に対して基端側に付勢する圧縮バネ
として作用するものであってもよいし、庇状部１０６が第２状態から第１状態となる方向
へと第２本体部３５４を第１本体部３５２に対して先端側に付勢する引張バネとして作用
するものであってもよい。
【００９９】
　また、庇状部１０６は、径方向内側に向けて癖付けしておくことが望ましい。
【符号の説明】
【０１００】
　１…超音波内視鏡（内視鏡）、１０…挿入部、１２…操作部、１４…ユニバーサルコー
ド、１８…起立操作レバー、２４…処置具導入口、３０…軟性部、３２…湾曲部、３４…
先端部、３６…外周面、４０…基部、４１Ｌ…左側斜面、４１Ｒ…右側斜面、４２…延設
部、４４…観察窓、４６Ｌ，４６Ｒ…照明窓、４８…送気・送水ノズル、５０…超音波ト
ランスデューサ、５８…処置具導出口、６０…処置具起立台，起立台、６０ａ…ガイド面
、６２…処置具起立空間、６４…開口、１００，１５０，２００，２５０，３００，３５
０…フード，超音波内視鏡用フード、１０２…フード本体、１０４…装着部、１０６…庇
状部、１０８…切欠き部、１５２…枠部材、２０２…紐状部材、２５２…バルーン、２５
４…流体給排用チューブ、３０６…超音波モータ、３５６…流体収容室、３５８…流体供
給用チューブ、３６０…バネ

【図１】 【図２】
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